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１．11月 10日、米国を除く環太平洋連携協定（以下、ＴＰＰ）参加 11ヵ国は、ベトナム

のダナンで行われたＴＰＰ閣僚会合で包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協

定（以下、ＴＰＰ１１）について「大筋合意」した。 

ＴＰＰ１１は、ＴＰＰの早期発効に向けた取り組みの一環として合意されたものであ

るが、11 ヵ国で一から協定内容の見直しを含めて再交渉することも選択肢としてあった

にもかかわらず、交渉経過の開示や国民的議論が不十分なまま、拙速に「大筋合意」に

至ったことは遺憾であり、交渉経過や合意内容について説明責任を果たすべきである。 

 

２．政府は、ＴＰＰ１１「大筋合意」および、日ＥＵ ＥＰＡ (経済連携協定) 「大枠合意」

（7 月 6 日）を受けて、国内対応策を盛り込んだ「総合的なＴＰＰ等関連対策大綱」を

策定した。大綱は元々、米国を含むＴＰＰ「大筋合意」を受けて策定されたものである

（2015年 11月 25日）。この間政府は、元の大綱に基づき 2015、2016年度に各 3,000億

円の国内対策を実施し、協定発効よりも対策を先行させてきた。2017年度補正予算でも

同規模の対策が見込まれるが、予算等について十分に説明責任を果たすべきである。 

 

３．フード連合は、この間、連合や政府・政党に対し、食品関連産業への影響を踏まえ、

重要農産物 5 項目（米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物）に関する十分な対策

を講じることや、食の安全・安心を確保することなどを主張してきた。またＴＰＰは農

業や食品産業のみならず非関税障壁（労働・医療・知的財産・環境など）の幅広い分野

に影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、懸念される課題についての適切な対応、国

民的な議論と情報開示、そして関係産業への影響を多面的に試算したうえで、丁寧な説

明と適切な対応を求めてきた。 

 

４．今後、「最終合意」に至るまでに、まずは継続協議となった項目について合意をはかり、

条約文の確定や国会承認など条約締結に向けた手続きが進められることになる。 

フード連合は、「最終合意」までの残された期間、関係組織と連携して、影響を受ける

農家、食品製造業者に対する予算措置など、適切な対策を求め、とりわけ食の安全・安

心確保や農業生産、さらには、地域コミュニティ維持発展について十分な対策を講じる

ことを求めていく。 

 

―以 上― 

 

 

 


